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2021年２月25日

株 主 各 位
和歌山県和歌山市有本６６１番地

太 洋 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 細 江 美 則

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

しあげます。

なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本年は健康状態に関

わらず、感染リスクを避けるため、会場へのご出席を極力お控えいただき、事前

の議決権行使をお願い申しあげます。

ご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数な

がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に

対する賛否をご表示いただき、2021年３月17日（水曜日）午後５時30分までに到

着するようご返送いただきたく、お願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 2021年３月18日（木曜日）午前10時

２．場 所 和歌山県和歌山市友田町五丁目18番地

ホテルグランヴィア和歌山　６階　ル・グラン

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第60期（2019年12月21日から2020年12月20日まで）

事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び

監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第60期（2019年12月21日から2020年12月20日まで）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役３名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎法令及び当社定款第15条の規定に基づき、事業報告の「業務の適正を確保する

ための体制及びその運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動

計算書」及び「連結注記表」、並びに計算書類の「株主資本等変動計算書」及

び「個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.taiyo-xelcom.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知

の提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の提供書面は、

監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした事業報告、連

結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた

場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.taiyo-

xelcom.co.jp/）に掲載させていただきます。

＜新型コロナウイルス感染防止策に関するお知らせ＞

新型コロナウイルスの感染防止への対応につきまして、以下のとおりご案

内申しあげます。株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

１．本年は、極力書面にて事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態

に関わらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげ

ます。

２．株主総会の議事は、例年より時間を短縮して行う場合がございます。

３．接触感染リスク低減のため、本年は、お土産のご用意はいたしません。

４．ご来場の株主様には、受付にて検温及びアルコール消毒へのご協力をお

願いいたします。また、発熱のある方や体調不良と見受けられる方につき

ましては、ご入場をお断りすることとなります。

５．会場内でのマスクの着用をお願いいたします。着用されない場合は、ご

入場をお断りすることとなります。

６．今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、インターネ

ット上の当社ウェブサイト（https://www.taiyo-xelcom.co.jp/）に掲載さ

せていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2019年12月21日から
2020年12月20日まで）

１．企業集団の現況

(1）当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、米中貿易摩擦や中国及び

欧州の景気減速に加え、新型コロナウイルス感染症の世界的規模での拡大

に伴う緊急事態宣言により経済活動は大きく停滞したものの、同宣言解除

後は経済活動の段階的引き上げや海外経済の改善により、持ち直しの動き

がみられました。

当社グループが属する電子基板業界は、５Ｇ（高速通信規格）対応イン

フラの整備やリモートワークの普及等により、基地局やデータセンター向

けサーバーに使用される半導体パッケージ基板の需要が高まるとともに、

自動車分野においても中国を中心に回復基調は鮮明となったものの、昨年

前半の大きな落ち込みを補うまでには至りませんでした。

このような経済環境の下、産機システム事業において販売は増加したも

のの、電子基板事業、テストシステム事業及び鏡面研磨機事業において販

売が減少したことから、売上高は減少いたしました。

これらの結果、連結売上高は3,175百万円（前年同期比18.5％減）と、前

連結会計年度に比べ721百万円の減収となりました。

損益については、人件費及び旅費交通費等が減少したことやテストシス

テム事業の売上総利益率が上昇したことに伴う影響はあったものの、売上

高減少や産機システム事業及び鏡面研磨機事業の売上総利益率が低下した

ことに伴う影響により営業損失425百万円（前年同期は113百万円の営業損

失）、雇用調整助成金等の助成金収入を営業外収益に計上したことにより

経常損失314百万円（同87百万円の経常損失）、減損損失及び投資有価証券

評価損を特別損失に計上したこと並びに繰延税金資産を取崩したことによ

り親会社株主に帰属する当期純損失630百万円（同213百万円の親会社株主

に帰属する当期純損失）となりました。
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セグメントごとの売上状況は、次のとおりであります。

事 業 区 分

第　　59　　期
（2019年12月期）

第　　60　　期
（2020年12月期）

前年同期比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

電 子 基 板 事 業 2,436,334 62.5 2,043,333 64.4 △393,001 △16.1

テストシステム事業 904,665 23.2 541,643 17.1 △363,022 △40.1

鏡 面 研 磨 機 事 業 451,186 11.6 420,479 13.2 △30,706 △6.8

産機システム事業 104,154 2.7 169,733 5.3 65,578 63.0

合 計 3,896,341 100.0 3,175,189 100.0 △721,151 △18.5

＜電子基板事業＞

ＦＰＣメーカー向けの販売は試作及び量産案件の受注増により増加し

たものの、カメラメーカー及びディスプレイメーカー向けの販売が試作

案件の受注減により減少したことから、売上高は減少いたしました。

その結果、売上高2,043百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

＜テストシステム事業＞

半導体パッケージ基板関連のメーカーを中心に、国内市場において外

観検査機の販売は増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響に

より海外市場における販売が減少したこと及び前年同期は点灯検査装置

等の大型案件の計上があったことから、売上高は減少いたしました。

その結果、売上高541百万円（前年同期比40.1％減）となりました。

＜鏡面研磨機事業＞

研磨機の販売は堅調を維持したものの、研磨に使用する消耗品及び機

械の修理・メンテナンスの受注減により販売が減少したことから、売上

高は減少いたしました。

その結果、売上高420百万円（前年同期比6.8％減）となりました。

＜産機システム事業＞

中小型ディスプレイ向けの検査治具の販売は減少したものの、産業用

ロボット関連の販売が増加したことから、売上高は増加いたしました。

その結果、売上高169百万円（前年同期比63.0％増）となりました。
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②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の

総額は160百万円で、その主なものは次のとおりであります。

イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

電子基板事業　当社本社工場　ブラックホールラインの更新

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

当連結会計年度において増資や社債発行による資金調達は行っておりま

せん。

(2）財産及び損益の状況の推移

区　　分
第　57　期

（2017年12月期）
第　58　期

（2018年12月期）
第　59　期

（2019年12月期）
第　60　期

（2020年12月期）

売 上 高(千円) 4,238,765 4,582,357 3,896,341 3,175,189

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(千円) 21,935 130,640 △87,848 △314,244

親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

(千円) 5,366 69,341 △213,563 △630,016

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
(円) 0.92 11.82 △36.38 △106.83

総 資 産(千円) 5,385,695 5,255,672 5,073,685 4,428,391

純 資 産(千円) 3,260,147 3,298,036 3,068,899 2,401,860

１株当たり純資産額 (円) 552.76 554.87 515.50 400.69
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(3）重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

株式会社ミラック 20,000千円 100.0％ 鏡面研磨機の製造

TA I Y O  T E C H N O L E X
(THAILAND)CO.,LTD.

2,000千バーツ 49.0％
当社が製造する製品の販売及び
サービス・サポート

マイクロエンジニア
リ ン グ 株 式 会 社

35,000千円 100.0％
視覚検査装置及び画像処理装置
の開発、製造及び販売

太友（上海）貿易
有 限 公 司

50,000千円 100.0％
当社が製造する製品の販売及び
サービス・サポート

(4）対処すべき課題

当社グループの当面の課題である営業利益を安定的に確保するために、機

構改革及び事業方針の見直し等を行い、より効率的な事業運営に努めてきた

ものの、価格競争の激化や新型コロナウイルス感染症の影響拡大による経済

活動の停滞等により、厳しい経営環境が続いております。このような状況の

中で、経済活動が回復して正常化するまでには、相当な時間を要することが

予想されますが、業績の向上に向け、以下の課題に対する諸施策を講じるこ

とで、事業の強化を図ってまいります。

①　安定的な収益の確保

当社グループが安定的に収益を確保するためには、マーケティングを通

して成長市場を見極めた販売戦略、案件管理・分析、広報展開及び価格戦

略等の営業体制の強化が課題であると考えており、代理店との連携や自社

電子商取引サイトの構築による販売チャネルの拡大及び積極的な広報活動

により、市場環境の変化に柔軟に対応できる顧客基盤の構築を図り、収益

の安定的確保に努めてまいります。
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②　製品供給体制の強化

米中貿易摩擦が長期化し業界勢力図が変化する中、中国や台湾を中心と

した海外メーカーとの価格競争が激化しており、品質の高い製品をいかに

迅速かつ安価に提供できるかが求められております。当社グループにおい

ては、自動化を含む生産工程の見直しによる人員配置の 適化、製品設計

の改良及び各工程内における不良率の低減等を通してリードタイムの短縮

に取り組むことにより、製造原価のさらなる低減による価格競争力と高難

度製品の品質向上に取り組んでまいります。

③　新機能要求への対応

当社グループが展開する事業は、技術革新のスピードが速いエレクトロ

ニクス業界に属しており、多様化・高度化し広範にわたる顧客ニーズに対

応していく必要があります。特に、環境対応や自動化・省人化への国際的

な要求の高まりに伴い、産業界は大きな変革期を迎えており、当社グルー

プにおいては、経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を 大限に活

用し新たな研究テーマに基づく製品開発を加速してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。
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(5）主要な事業内容（2020年12月20日現在）

当社グループは、電子基板、基板検査機、鏡面研磨機並びに産業機械等の

製造及び販売を主たる業務としております。

セグメント別の主要製品は次のとおりであります。

事 業 区 分 主　 要 　製 　品

電 子 基 板 事 業 ＦＰＣ、エレクトロフォーミング加工品

テストシステム事業
通電検査機、外観検査機、視覚検査装置、
画像処理装置

鏡 面 研 磨 機 事 業 円筒鏡面研磨機

産機システム事業 産業機械

(6）主要な営業所及び工場（2020年12月20日現在）

①　当社の主要な事業所

本 社 工 場 和歌山県和歌山市

東 京 事 業 所 東京都千代田区

九 州 事 業 所 大分県国東市

②　子会社の主要な事業所

株 式 会 社 ミ ラ ッ ク 和歌山県和歌山市

TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD. タイ王国バンコク市

マイクロエンジニアリング株式会社 大阪市北区

太 友 （ 上 海 ） 貿 易 有 限 公 司 中華人民共和国上海市
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(7）使用人の状況（2020年12月20日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

電 子 基 板 事 業 142名 （増）２名

テストシステム事業 56名 （減）４名

鏡 面 研 磨 機 事 業 19名 増減なし

産機システム事業 19名 （増）５名

全 社 （ 共 通 ） 26名 （減）４名

合 計 262名 （減）１名

（注）上記使用人数は、就業人員数（嘱託、派遣社員及び当社グループ外から当社グル

ープへの出向者を含む。）を表示しており、使用人兼務取締役及びパートタイマー

を含んでおりません。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

222名 増減なし 43.8歳 16.9年

（注）１．上記使用人数は、就業人員数（嘱託、派遣社員及び社外から当社への出向者

を含む。）を表示しており、使用人兼務取締役、当社から社外への出向者及び

パートタイマーを含んでおりません。

２．平均年齢及び平均勤続年数は、就業人員より嘱託、派遣社員及び社外から当

社への出向者を除いて算出しております。
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(8）主要な借入先の状況（2020年12月20日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 232,282千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 147,020千円

株 式 会 社 南 都 銀 行 78,648千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 69,959千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 68,929千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 68,381千円

株 式 会 社 京 都 銀 行 53,929千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 20,000千円

(9）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1）株式の状況（2020年12月20日現在）

①　発行可能株式総数 23,280,000株

②　発行済株式の総数 5,910,100株

（注）2020年４月６日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式

の総数は38,100株増加しております。

③　株主数 2,242名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社
細 江 ホ ー ル デ ィ ン グ ス

1,600,000株 27.08％

細 江 美 則 494,520株 8.37％

細 江 正 大 480,000株 8.12％

紀 陽 興 産 株 式 会 社 390,000株 6.60％

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 290,000株 4.91％

太 洋 工 業 従 業 員 持 株 会 241,924株 4.09％

小 川 由 晃 136,600株 2.31％

前 尾 和 男 90,800株 1.54％

株 式 会 社 S B I 証 券 62,471株 1.06％

堀 井 健 司 51,400株 0.87％

（注）持株比率は自己株式（1,782株）を控除して計算しております。

(2）新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3）会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2020年12月20日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 細 江 美 則

TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.
代表取締役
株式会社ミラック代表取締役社長
マイクロエンジニアリング株式会社
代表取締役社長

取 締 役 坂 田 吉 啓
製造部長
製造部・品質保証部管掌

取 締 役 堀 井 健 司 研究開発部管掌

取 締 役 上 西 令 子

常 勤 監 査 役 﨑 前 和 夫

監 査 役 和 中 修 二

和中会計事務所所長
株式会社リヒトラブ社外監査役
日本エレクトロニツクシステムズ株式
会社社外監査役
デュプロ精工株式会社社外監査役

監 査 役 中 川 利 彦
パークアベニュー法律事務所所長
竹島鉃工建設株式会社社外取締役

（注）１．取締役上西令子氏は、会社法に定める社外取締役であります。なお、当社は

取締役上西令子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

２．監査役全員は、会社法に定める社外監査役であります。なお、当社は監査役

全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出ております。

３．監査役和中修二氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当事業年度中の取締役の担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりでありま

す。

(1）取締役坂田吉啓氏は、2019年12月21日付で製造部長、製造部・生産企画部・

品質保証部管掌から製造部長、製造部・品質保証部管掌となりました。

(2）取締役堀井健司氏は、2019年12月21日付で研究開発部・技術開発部管掌か

ら研究開発部管掌となりました。

５．当事業年度末日後の取締役の担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりであ

ります。

(1）代表取締役社長細江美則氏は、2020年12月21日付でTAIYO TECHNOLEX(THAI

LAND)CO.,LTD.の代表取締役並びに株式会社ミラック及びマイクロエンジニ

アリング株式会社の代表取締役社長を辞任いたしました。
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(2）取締役坂田吉啓氏は、2020年12月21日付で製造部長、製造部・品質保証部

管掌から製造アドバイザー及びマイクロエンジニアリング株式会社の代表取

締役社長に就任いたしました。

(3）取締役堀井健司氏は、2020年12月21日付で研究開発部管掌から研究開発ア

ドバイザー及び株式会社ミラックの代表取締役社長に就任いたしました。

②　取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４名

（１名）

32,761千円

（2,400千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３名

（３名）

10,583千円

（10,583千円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

７名

（４名）

43,345千円

（12,983千円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与含む。）

8,429千円は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2004年３月18日開催の第43期定時株主総会において

年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）

とご決議いただいております。また別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に

ついて2018年３月16日開催の第57期定時株主総会において、譲渡制限付株式の

付与のための報酬額として年額40百万円以内とご決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2007年３月15日開催の第46期定時株主総会において

年額30百万円以内とご決議いただいております。

４．上記の報酬等の額には、取締役３名（社外取締役を除く。）に対する譲渡制

限付株式報酬に係る費用計上額6,514千円が含まれております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・　監査役和中修二氏は、和中会計事務所の所長並びに株式会社リヒト

ラブ、日本エレクトロニツクシステムズ株式会社及びデュプロ精工株

式会社の社外監査役であります。当社と当該兼職先との間には、特別

の関係はありません。

・　監査役中川利彦氏は、パークアベニュー法律事務所の所長及び竹島

鉃工建設株式会社の社外取締役であります。当社と当該兼職先との間

には、特別の関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 上 西 令 子

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。
長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有して
おり、当社初めての女性取締役としての立場からも、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な意見・提言等を適宜
行っております。

監査役 﨑 前 和 夫

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会12回の全てに出
席いたしました。
長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広
い見識に基づいた様々な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための積極的な意見・提言等を適宜行っております。
また、監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。

監査役 和 中 修 二

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会12回の全てに出
席いたしました。
公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識に基づき、取
締役会及び監査役会において、特に、財務・会計の観点からの積極的
な意見・提言等を適宜行っております。

監査役 中 川 利 彦

当事業年度に開催された取締役会20回のうち19回及び監査役会12回
の全てに出席いたしました。
弁護士としての豊富な経験と専門的な知識に基づき、取締役会及び監
査役会において、特に、法律や法令遵守の観点からの積極的な意見・
提言等を適宜行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4）会計監査人の状況

①　名称

EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る報酬等の額 20,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

20,200千円
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（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも

区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載

しております。

２．監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、

報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及

び報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切

であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条

第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同

意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し

た監査役は、解任後 初に招集される株主総会において、会計監査人を解

任した旨及びその理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の

会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断し

た上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年12月20日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,350,028

1,288,749

492,544

135,899

299,274

80,068

53,776

△284

2,078,362

1,457,505

340,511

200,006

893,133

23,853

33,221

33,221

587,636

395,324

110,386

22,275

65,740

△6,090

流 動 負 債 873,327

支払手形及び買掛金 159,401

短 期 借 入 金 401,257

未 払 法 人 税 等 9,496

製 品 保 証 引 当 金 3,612

そ の 他 299,559

固 定 負 債 1,153,204

長 期 借 入 金 337,891

長 期 未 払 金 137,140

役員退職慰労引当金 181,045

退職給付に係る負債 490,027

資 産 除 去 債 務 7,100

負 債 合 計 2,026,531

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,305,391

資 本 金 807,272

資 本 剰 余 金 930,572

利 益 剰 余 金 567,646

自 己 株 式 △99

その他の包括利益累計額 61,996

その他有価証券評価差額金 40,806

為替換算調整勘定 21,190

非 支 配 株 主 持 分 34,472

純 資 産 合 計 2,401,860

資 産 合 計 4,428,391 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,428,391

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年12月21日から
2020年12月20日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,175,189

売 上 原 価 2,540,878

売 上 総 利 益 634,310

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,060,003

営 業 損 失 425,693

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,317

助 成 金 収 入 99,975

そ の 他 25,262 132,555

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,735

為 替 差 損 4,562

そ の 他 6,808 21,106

経 常 損 失 314,244

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 39

減 損 損 失 282,006

投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,005 302,050

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 616,295

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,801

法 人 税 等 調 整 額 13,310 19,111

当 期 純 損 失 635,406

非支配株主に帰属する当期純損失 5,390

親会社株主に帰属する当期純損失 630,016

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年12月20日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

保 険 積 立 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,084,703

1,044,137

11,792

525,633

89,363

284,044

70,242

17,516

10,000

32,287

△314

2,241,234

1,366,018

329,202

9,227

184,246

0

14,476

821,213

7,651

32,719

31,354

1,365

842,496

395,324

53,616

290

280,000

110,386

6,090

3,893

17,813

41,172

△66,090

流 動 負 債 857,376

買 掛 金 186,053

短 期 借 入 金 62,000

関係会社短期借入金 30,000

１年内返済予定の長期借入金 297,505

未 払 金 79,158

未 払 費 用 108,002

未 払 法 人 税 等 12,292

未 払 消 費 税 等 6,991

預 り 金 34,549

製 品 保 証 引 当 金 3,612

そ の 他 37,210

固 定 負 債 1,109,572

長 期 借 入 金 315,637

長 期 未 払 金 137,140

退 職 給 付 引 当 金 456,649

役員退職慰労引当金 181,045

関係会社債務保証損失引当金 12,000

資 産 除 去 債 務 7,100

負 債 合 計 1,966,948

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,318,183

資 本 金 807,272

資 本 剰 余 金 930,572

資 本 準 備 金 930,572

利 益 剰 余 金 580,438

利 益 準 備 金 10,412

その他利益剰余金 570,025

繰越利益剰余金 570,025

自 己 株 式 △99

評価・換算差額等 40,806

その他有価証券評価差額金 40,806

純 資 産 合 計 2,358,989

資 産 合 計 4,325,938 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,325,938

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（2019年12月21日から
2020年12月20日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,145,025

売 上 原 価 2,591,739

売 上 総 利 益 553,286

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 925,328

営 業 損 失 372,042

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,012

助 成 金 収 入 88,496

そ の 他 20,293 118,802

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,764

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 7,700

関係会社債務保証損失引当金繰入額 7,000

そ の 他 8,519 32,983

経 常 損 失 286,223

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 38

減 損 損 失 282,006

投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,005 302,050

税 引 前 当 期 純 損 失 588,274

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,208

法 人 税 等 調 整 額 16,145 19,354

当 期 純 損 失 607,628

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年２月10日

太洋工業株式会社

取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 尚 弥 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、太洋工業株式会社の2019年12月21

日から2020年12月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、太洋工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従

って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書

において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用

者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の

表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する

十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督

及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基

準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる

事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容

について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以   上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年２月10日
太洋工業株式会社
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 尚 弥 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、太洋工業株式会社の2019年

12月21日から2020年12月20日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書

類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計

算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基

準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる

事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容

について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以   上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年12月21日から2020年12月20日までの第60期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本

社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会

社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必

要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正

を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている

体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の

状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま

した。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ

ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並

びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2021年２月15日

太洋工業株式会社　　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 﨑 前 和 夫 ㊞

監 査 役（社外監査役） 和 中 修 二 ㊞

監 査 役（社外監査役） 中 川 利 彦 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営施策のひとつとして位置づ

けていることから、安定的配当の継続を基本に、内部留保の充実や配当性向

等を勘案しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基本方針としてお

ります。当社グループの当連結会計年度の業績は事業報告に記載のとおり売

上高は減収、親会社株主に帰属する当期純損失となり、依然として当社グル

ープを取り巻く市場環境は厳しい状況にあります。このような時期におきま

しても株主の皆様の日頃のご支援とご期待にお応えし、積極的に利益還元を

行うべく、当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおりといたした

いと存じます。

(1）配当財産の種類

金銭といたします。

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき３円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は17,724,954円となります。

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2021年３月19日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役３名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役坂田吉啓及び取締役堀井健司の両氏

が辞任されます。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため１名を増員

し、取締役３名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任されま

す取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する

時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１

きよはら あ き ら

清 原 旭
(1965年１月６日生)

【新任】

1985年３月　当社入社

2007年３月　当社製版部長

2010年２月　当社業務部長

2014年３月　当社執行役員業務部長

2017年10月　当社執行役員管理本部長兼業務部

長

2017年12月　当社執行役員管理本部長

2019年９月　当社執行役員管理本部長兼総務部

長

2019年12月　当社執行役員総務部長

2020年12月　当社執行役員製造本部長兼電子デ

バイス部長（現任）

(重要な兼職の状況)

株式会社ミラック取締役

13,100株

【取締役候補者とした理由】

清原旭氏は、長年にわたり電子基板事業の製造部門での要職を務め、その後、管理部

門での実務経験を重ね、管理部門を統括してまいりました。製造部門及び管理部門で

の豊富な実務経験と幅広い知識を有しており、当社グループの企業価値向上のために

適切な人物と判断し選任をお願いするものであり、新たに取締役候補者といたしまし

た。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

２

た な か きよたか

田 中 清 孝
(1959年８月７日生)

【新任】

2010年４月　当社入社

2016年12月　当社執行役員電子部品部長

2018年12月　当社執行役員電子部品部管掌

2020年12月　当社執行役員営業本部長（現任）

(重要な兼職の状況)

株式会社ミラック取締役

TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.

代表取締役

2,000株

【取締役候補者とした理由】

田中清孝氏は、電子基板事業の営業責任者を務め、その役割・責務を果たしておりま

す。また、営業業務だけでなく電子基板事業全般にわたる豊富な実務経験と幅広い知

識を有しており、当社グループの企業価値向上のために適切な人物と判断し選任をお

願いするものであり、新たに取締役候補者といたしました。

３

みずたに ひ ろ し

水 谷 浩
(1961年12月24日生)

【新任】

2010年２月　当社入社

2010年３月　当社経理部長

2017年３月　当社執行役員経理部長

2020年12月　当社執行役員管理本部長兼経理部

長（現任）

(重要な兼職の状況)

株式会社ミラック監査役

3,400株

【取締役候補者とした理由】

水谷浩氏は、経理・財務の責任者を務め、その役割・責務を果たしております。ま

た、当社における豊富な業務経験と財務・経理全般に関する幅広い知識を有してお

り、当社グループの企業価値向上のために適切な人物と判断し選任をお願いするもの

であり、新たに取締役候補者といたしました。
 

（注）１．田中清孝氏は、TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.の代表取締役を兼務してお

り、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。

２．当社はTAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD.の出資者に対し出資額の保証を行

っております。

３．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

４．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、

被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追

及を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者

が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2021年４月に当該

保険契約を締結する予定であります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役和中修二氏が任期満了となります。

つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

わ な か しゅうじ

和 中 修 二
(1960年４月18日生)

【再任】
【社外監査役】

1992年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人ト

ーマツ）入所

1997年４月　公認会計士登録（現任）

2012年10月　税理士登録（現任）

2012年11月　和中会計事務所開設　所長（現任）

2015年５月　株式会社リヒトラブ社外監査役（現任）

2017年３月　当社社外監査役（現任）

2018年６月　日本エレクトロニツクシステムズ株式会社

社外監査役（現任）

2018年８月　デュプロ精工株式会社社外監査役（現任）

(重要な兼職の状況)

和中会計事務所所長

株式会社リヒトラブ社外監査役

日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役

デュプロ精工株式会社社外監査役

（取締役会及び監査役会出席状況）

取締役会20回／20回（出席率100.0％）

監査役会12回／12回（出席率100.0％）

2,200株

【社外監査役候補者とした理由】

和中修二氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い知識を有し、専門的見地

からの財務及び会計に関する助言・提言をいただいており、社外監査役としての職務を適切

に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、過

去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、上記

の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．和中修二氏は社外監査役候補者であります。

３．同氏の当社監査役の在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となりま

す。

４．当社は、和中修二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続

き独立役員とする予定であります。

５．当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、

被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追

及を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、候補者が

監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2021年４月に当該保

険契約を更新する予定であります。また、次回更新時には同内容での更新を予定

しております。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：和歌山県和歌山市友田町五丁目18番地
ホテルグランヴィア和歌山　６階　ル・グラン
TEL 073－425－3333（代表）

新型コロナウイルス感染リスク低減のため、

本年は、お土産のご用意はいたしません。
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